
社会福祉法人山桜会 指定介護老人福祉施設小咲園運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人山桜会が開設する指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム小咲園」（以下「施設」

という。）の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業員が要介護状

態にある入所者に対し、適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業の実施に当たっては、入所者の意思及び人格を尊重して、常に入所者の立場にたったサービス

の提供に努めるものとする。 

２ 従業員は、入所者が可能なかぎり居宅における生活への復帰ができることを念頭に、その有する能力に

応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、相談援助、社会生活上

の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び居

宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービスと綿密な連携を図り、総合的な福祉サービスを提供す

るものとする。 

 

（施設の名称等） 

第３条 施設の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。 

（１）名 称      指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム小咲園」 

（２）所在地      茨城県日立市諏訪町５丁目５番１号 

（３）定 員      ７０名    （短期入所生活介護 １０名） 

 

（施設の職員の種類、員数及び職務内容） 

第４条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管 理 者          １人（兼務） 

管理者は、施設の従業員の管理及び業務管理を一元的に行う。 

（２）医 師         ２人（非常勤） 

医師は、入所者の健康状態に注意するとともに、健康維持のための適切な措置をとる。 

（３）生活相談員         １人以上 

生活相談員は、入所者及び家族等からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行うとともに、

職員に対する技術指導、関係機関との連携調整等を行う。 

（４）看護職員         ３人以上 

看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。 

（５）介護職員      ２５人以上 

介護職員は、利用者の入浴、給食、排せつ等の介助及び援助を行う。 

（６）管理栄養士         １人 

栄養士は、給食の献立作成、利用者の栄養指導、調理員の指導等を行う。 

（７）機能訓練指導員    １人（兼務） 

機能訓練指導員は、利用者に必要な機能訓練を行う。 

（８）調 理 員          ５人以上（業務委託） 

調理員は、献立に基づき調理し、配膳を行う。 

（９）事務職員         ４人以上 

事務職員は、庶務・会計等の必要な事務を行う。 



（10）介護支援専門員       １人 

介護支援専門員は、施設サービス計画の作成を行う。 

（11）そ の 他             ２人以上 

施設内の換気・照明・冷暖房の調整管理、清掃、施設外の植込み・樹木管理等を行う。 

（12）清掃・洗濯作業員    ２人以上（業務委託） 

施設内の清掃、衣類等の洗濯業務を行う。 

 

（指定介護老人福祉サービスの内容） 

第５条 指定介護老人福祉サービスの内容は、次のとおりとする。 

（１）入所の対象者は、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅に

おいて日常生活を営むことに困難がある者とする。 

（２）サービスは、次条に定める施設サービス計画に基づき、特に以下の点に留意して提供する。 

① 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサー

ビスを利用者の希望に添って適切に提供する。 

② 懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う。 

③ 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 

④ 入所者や他の入所者の生命や身体を保護するため、緊急やむをえない場合を除き、身体拘束その他

入所者の行動を制限する行為を行わない。 

⑤ 衛生管理、感染症の発生予防に細心の注意をはらう。 

⑥ 入所者の心身の状況に応じて、週３回以上入浴又は清拭を行う。また、排泄、離床、着替え、整容

等に関し、必要かつ適切な介護を行う。 

⑦ 栄養、入所者の身体状況・嗜好、提供時間、自立支援等に配慮して食事を提供する。 

⑧ 退所にあたっては、居宅介護支援事業所や他の保健医療福祉サービス提供者等と提携し、必要な援

助を行う。 

（３）利用者に対するサービスの提供に関する記録等を整備し、サービスを提供した日から５年間保管する。 

 

（施設サービス計画の作成） 

第６条 管理者は、入所者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、サービス提供の開始か

ら終了に至るまでの利用サービスの継続性等に配慮して、サービスの目標や該当項目を達成するための具

体的なサービス内容等を記載した施設サービス計画の作成を介護支援専門員に行わせるものとする。 

２ 介護支援専門員は、他の従業者と協議のうえ、施設サービス計画の原案を作成し、入所者や家族に対し、

その内容等について説明し、同意を得るものとする。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第７条 指定介護老人福祉施設の利用料は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービスが法

定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 

２ その他の費用として、つぎの各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。なお、居住

費及び食費については、介護保険負担額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額

を１日あたりの料金とする。 

（１）食  事：１，６４５円（１日あたり） 

（２）居 住 費：個室 １，１７１円（１日あたり）  ４人床 ８５５円（１日あたり） 

※特別個室の室料：けやき１１１号室 １，２３０円  けやき１１２号室 １，１５０円 

（トイレ設置居室 けやき１１１号室－東側、けやき１１２号室－西側） 

（３）本人嗜好のおやつ代：実 費 

（４）テレビ設置料：５２０円（１か月あたり） 



（５）冷蔵庫持込電気料：４０円（１日あたり） 

（６）入所者が希望する特別な食事：要した費用の実費 

（７）理 美 容 代：１，５００円（１回あたり） 

（８）貴重品管理費：１，０００円（１か月あたり） 

（９）レクリエーション・クラブ活動費用：実費相当 

（10）その他日常生活上の便宜に関わる費用：実費相当 

（11）通院送迎サービス：６００円（片道） 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払

いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。なお、やむを得ない事情等により当該内

容及び費用の変更がある場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し説明を行い、同意を得ることと

する。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第８条 入所者は次に掲げる事項を遵守すること。 

（１）共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。 

（２）火気の取扱いに注意すること。 

（３）けんか、口論、泥酔、中傷、その他、他人の迷惑になるような行為をしないこと。 

（４）その他管理上必要な指示に従うこと。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第９条 サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又

はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行う。 

 

（非常災害対策） 

第10条 施設は、消防法等の規程に基づき、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、

定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（身体拘束を行う際の手続き） 

第11条 施設は、緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う際には、次に掲げる手続きを踏むこととする。 

（１）身体拘束の必要性を確認 

緊急やむを得ない場合とは 

①切 迫 性：本人や他の利用者等の生命・身体に危険が及ぶ可能性が高い場合 

②非代理性：身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと。 

③一 時 性：身体拘束は一時的なものであること。（期間は長くて1か月） 

（２）実施しようとするケアが身体拘束にあたるかを「身体拘束廃止委員会」などのチームで確認する。 

（３）身体拘束の必要な理由・方法・時間（帯）・期間などについて検討・判断し、身体拘束に関する説明書

にできるだけ詳しく記入する。 

（４）説明書に基づき、本人や家族に説明し、同意書の確認印をいただく。 

（５）ケアを実施し、要件に該当しなくなった場合、すみやかに解除する。 

（６）再検討し、「身体拘束に関する説明書・経過観察」に記録する。 

（７）身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第12条 施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。 

（１）責任者を選定する。（生活相談員） 

（２）虐待防止及び身体拘束のための指針を整備する。 



（３）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知

徹底を図る。 

（４）虐待を防止するための職員に対する研修を定期的に実施する。（年２回以上） 

（５）虐待等に対する相談窓口を設置する。 

（６）その他、虐待防止のために必要な措置を講じる。 

２ 施設は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第13条 施設は、職員の資質向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとする。 

（１）採用時研修：採用後３ヶ月以内 

（２）職場内研修：年４回以上 

２ 職員は、業務上知り得た利用者とその家族の秘密を保持する。 

３ 職員は、職員でなくなった後においても業務上知り得た利用者とその家族の秘密を保持する旨の誓約書

を法人に対して提出する。 

４ この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、社会福祉法人山桜会理事長と施設の管理者の協議に基づ

いて定めるものとする。 

 

 

 

附則 

 

この規程は、平成１３年 ６月 １日から施行する。 

平成１７年１０月 １日一部改正 

平成１９年 ４月 １日一部改正 

平成２０年 ４月 １日一部改正 

平成２０年１０月 １日一部改正 

平成２１年 ４月 １日一部改正 

平成２２年 ４月 １日一部改正 

平成２３年 ４月 １日一部改正 

平成２３年１２月 １日一部改正 

平成２４年 ４月 １日一部改正 

平成２５年 ４月 １日一部改正 

平成２７年 ５月１５日一部改正 

平成２９年１０月 １日一部改正 

平成３０年 ８月 １日一部改正 

令和 １年１０月 １日一部改正 

令和 ５年１０月 １日一部改正 

令和 ７年１０月 １日一部改正 


